
山梨県県税条例（抜粋） 

 

第二章 普通税 

第一節 県民税 

(寄附金税額控除) 

第二十二条の二 所得割の納税義務者が、前年中に次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附

金の額の合計額(当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合

計額の百分の三十に相当する金額を超える場合には、当該百分の三十に相当する金額)

が二千円を超える場合には、その超える金額の百分の四に相当する金額(当該納税義務

者が前年中に特例控除対象寄附金(法第三十七条の二第二項に規定する特例控除対象寄

附金をいう。以下この条において同じ。)を支出し、当該特例控除対象寄附金の額の合

計額が二千円を超える場合には、当該百分の四に相当する金額に特例控除額を加算した

金額。以下この項において「控除額」という。)を当該納税義務者の第二十一条及び前

条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において、当

該控除額が当該所得割の額を超えるときは、当該控除額は、当該所得割の額に相当する

金額とする。 

一 都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金(当該納税義務者がその寄附によって

設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益が当該納税義務者に及ぶと

認められるものを除く。) 

二 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百十三条第二項に規定する共同募金会

(その主たる事務所を県内に有するものに限る。)に対する寄附金又は日本赤十字社に

対する寄附金(県内に事務所を有する日本赤十字社の支部において収納されたものに

限る。)で、政令で定めるもの 

三 所得税法第七十八条第二項第二号及び第三号に掲げる寄附金(同条第三項の規定に

より特定寄附金とみなされるものを含む。)並びに租税特別措置法(昭和三十二年法律

第二十六号)第四十一条の十八の二第二項に規定する特定非営利活動に関する寄附金

のうち、次に掲げる寄附金であつて規則で定めるもの(前号に掲げる寄附金に該当す

るものを除く。) 

イ 県内に主たる事務所又は事業所を有する法人又は団体に対する寄附金 

ロ 公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第二条第一項の規定により知

事又は教育委員会の許可を受けた同法第一条に規定する公益信託の信託財産とする

ために支出した金銭 

ハ イ及びロに掲げるもののほか、県民の福祉の増進に寄与する寄附金として知事が

認めたもの 

2 前項の特例控除額は、同項の所得割の納税義務者が前年中に支出した特例控除対象寄

附金の額の合計額のうち二千円を超える金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、
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当該各号に定める割合を乗じて得た金額の五分の二に相当する金額(当該金額が当該納

税義務者の第二十一条及び前条の規定を適用した場合の所得割の額の百分の二十に相当

する金額を超えるときは、当該百分の二十に相当する金額)とする。 

一 当該納税義務者が第二十一条第二項に規定する課税総所得金額(以下この項におい

て「課税総所得金額」という。)を有する場合において、当該課税総所得金額から当

該納税義務者に係る前条第一号イに掲げる金額(以下この項において「人的控除差調

整額」という。)を控除した金額が零以上であるとき 当該控除後の金額について、

次の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合 
  

百九十五万円以下の金額 百分の八十五 

百九十五万円を超え三百三十万円以下の金額 百分の八十 

三百三十万円を超え六百九十五万円以下の金額 百分の七十 

六百九十五万円を超え九百万円以下の金額 百分の六十七 

九百万円を超え千八百万円以下の金額 百分の五十七 

千八百万円を超え四千万円以下の金額 百分の五十 

四千万円を超える金額 百分の四十五 

二 当該納税義務者が課税総所得金額を有する場合において、当該課税総所得金額から

当該納税義務者に係る人的控除差調整額を控除した金額が零を下回るときであって、

当該納税義務者が第二十一条第二項に規定する課税山林所得金額(次号において「課

税山林所得金額」という。)及び同項に規定する課税退職所得金額(同号において「課

税退職所得金額」という。)を有しないとき 百分の九十 

三 当該納税義務者が課税総所得金額を有する場合において当該課税総所得金額から当

該納税義務者に係る人的控除差調整額を控除した金額が零を下回るとき又は当該納税

義務者が課税総所得金額を有しない場合であって、当該納税義務者が課税山林所得金

額又は課税退職所得金額を有するとき 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、そ

れぞれイ又はロに定める割合(イ及びロに掲げる場合のいずれにも該当するときは、

当該イ又はロに定める割合のうちいずれか低い割合) 

イ 課税山林所得金額を有する場合 当該課税山林所得金額の五分の一に相当する金

額について、第一号の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に

掲げる割合 

ロ 課税退職所得金額を有する場合 当該課税退職所得金額について、第一号の表の

上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合 
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(平二〇条例三八・追加、平二三条例四五・平二五条例四〇・平二六条例六四・

平二七条例三三・平二九条例二五・平三一条例三三・一部改正) 


